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 特定港湾施設整備事業とは 
 港湾整備のしくみ  
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臨海部土地造成事業 
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■ 「特定港湾施設整備事業」について 

 国土交通大臣は、特定港湾施設整備事業について、会計年度ごとに、交通政策審議会の議  
を経て、その基本計画を定め、内閣の承認を求めなければならない。  

１．「基本計画」の策定 （港湾整備促進法 第三条第一項） 

２．資金の融通（港湾整備促進法 第五条） 

 政府は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画（特定港湾    
施設整備事業基本計画）に基づいて特定港湾施設整備事業を行う場合には、港湾管理者に対   
し、当該事業に要する費用の全部又は一部に充てるため、財政融資資金を、その資金の運用   
の可能な範囲内において、融通するように努めなければならない。  

３ 資金 融通 あ 旋（港湾整備促進法 第六条）

－１－ 

３．資金の融通のあつ旋（港湾整備促進法 第六条）

 国土交通大臣は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に   
基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業に要する費用に充てるための資金の  
融通のあつ旋をするものとする。  



「特定港湾施設整備事業基本計画」 について 

（７月中旬 閣議予定） 

 基本計画策定までの流れ  

（港湾分科会）
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■政府資金（財政融資資金）について 

⑩同意、資金の融通 知 ⑧起債の協議

  港  湾  管  理  者 

出 

（概  要） 財政投融資計画において、地方公共団体等に充てられる資金 
       総務省は「基本計画」を受け、地方債に係る政府資金の配分を決定  
（償還期限） 政府資金では長期償還（20年）が中心 
（金  利） 政策的必要性に基づき、低利子で貸付け 
         ※ H22.4時点での金利は、償還期限20年固定金利で1.7％ 

（当初予算ベース）（当初予算ベース） 

財政投融資 

民間等資金 
港湾機能施設 

整備事業 

－２－ 
※臨海部土地造成事業については、充当資金の全てが民間等資金となっている。 

充当率（％） 



 事業の規模  

平成２２年度特定港湾施設整備事業 
基  本  計  画  (案)  の  概  要 

平成2２年度 基本計画額（事業費） ３９４億円 （対前年度 ０．７５） 

（内訳） 

  ・港湾機能施設整備事業  ２５６億円 （対前年度 ０．８９） 

  ・臨海部土地造成事業   １３８億円 （対前年度 ０．５８） 

平成2２年度 基 本 計 画 額（案） （単位：億円） 

区     分 
平成2１年度計画 平成2２年度計画 前年 

備 考 
数 量 事業費 数 量 事業費 度比 

港湾機能施設整備事業 ２８８ 2５６ ０ ８９港湾機能施設整備事業  ２８８ 2５６ ０．８９ 

  

上屋 ２２棟 １０ ３３棟 10 １．００ H2１(９港)→H2２(９港) 

荷役機械 1９基 4５ ２２基 4１ ０．９１ H2１(1４港)→H2２(1８港) 

ふ頭用地 ６６ha 2３３ ８２ha 2０５ ０．８８ H2１(５５港)→H2２(5２港) 

臨海部土地造成事業 ２３７ １３８ ０ ５８

注）合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。 

臨海部土地造成事業   ２３７ １３８ ０．５８ 

  

都市機能等用地 ６９ha ２３２ ５５ha １２７ ０．５５ H2１(１９港)→H2２(1８港)  

工業用地   4ha ５    ９ha １１ ２．２０ H2１(4港)→H2２（4港) 

合      計   5２５   ３９４ ０．７５   

基  本  計  画  額  の  推  移 

（港湾整備事業と連動し、全体として縮小傾向） 

参考：港湾関係公共事業 

臨海部土地造成事業 

－３－ 

港湾機能施設整備事業 



    
（単位：億円） 

■事業分野 

施 策 分 野 
基 本 計 画 

主な事業内容 
事業費 シェア 

国際競争力の強化 72 18 ３% 物流基盤の整備

活力 
国際競争力の強化 72 18.３% 物流基盤の整備 

地域の活性化 297 75.４% 
（上屋、荷役機械、ふ頭用地、
都市機能等用地、工業用地） 

安全 安全・安心の確保 25 6.3% 
耐震強化（上屋の耐震補強） 
港湾保安対策（ふ頭用地） 

■主な事業箇所 
○○  位置図位置図   

○○  スーパー中枢港湾プロジェクト等の推進スーパー中枢港湾プロジェクト等の推進    

 横浜港（南本牧ふ頭地区） 

 

ふ頭用地

国際海上コンテナターミナル 

15 2億円・ふ頭用地  

岸壁(-16m) 
（H24ｄ供用予定） ふ頭用地 

物流コスト低減・国際競争力強化のための国
際海上コンテナターミナル（国内最大水深）
の整備に合わせたふ頭用地の整備 

15.2億円

 名古屋港（鍋田ふ頭地区） 

国際海上コンテナターミナル 

30.９億円 

 

 ・ふ頭用地  
岸壁(-12m)

－４－ 

コンテナ船の大型化・荷役形態の変化に対応
したコンテナターミナルの機能充実に合わせ
たふ頭用地の整備 

ふ頭用地 

岸壁(-14m) 
（H13d供用） 

岸壁(-12m)
（H24d供用予定） 



 博多港（アイランドシティ地区） 

 ・ふ頭用地 
 ・港湾関連用地 

・都市機能用地

国際海上コンテナターミナル 

34.3億円 ふ頭用地 
港湾関連用地 都市機能用地 

都市機能用地 
  

外貿コンテナ貨物の増加に伴うコンテナター
ミナルの拡張整備に合わせたふ頭用地等の整
備 岸壁(-15m) 

（H20d供用） 

○ 複合一貫輸送ターミナルの整備 

岸壁(-15m) 
（H20d供用） 

 苅田港（南港地区） 

複合一貫輸送ターミナル 

   １.４億円  ・ふ頭用地 

ふ頭用地

自動車生産工場（港背後に立地）で取扱う、
自動車部品の取扱量増加に合わせたふ頭用地
の整備 

○ 多目的国際ターミナルの整備 

ふ頭用地

岸壁(-7.5m) 
 （S40年代供用） 

岸壁(-13m) 
（平成20年秋暫定供用） 

 鹿島港（外港地区） 

 １５億円 

岸壁(-14m) 
（供用中） ガントリークレーンの製作 

多目的国際ターミナル 

 ・ふ頭用地  ふ頭用地 

船舶の大型化や貨物需要の増加に伴うターミ
ナル整備に合わせたふ頭用地の整備 

岸壁(-14m) 
（H23d暫定供用予定） 

高松港（朝日地区）高松港（朝日地区） 

多目的国際ターミナル 

   ８.5億円 
 ・ふ頭用地 

 ・港湾関連用地 

港湾関連用地 

－５－ 

ガントリークレーンの製作 ふ頭用地 

岸壁（-12m） 
（H23d暫定供用予定） 

船舶の大型化や貨物需要の増加に伴うターミ
ナル整備に合わせたふ頭用地等の整備 

※港湾関連用地、都市機能用地については、特定港湾施設整備事業における臨海部土地造成事業の都市機能等用地に含まれる。 


